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与信管理

新型コロナウィルスの影響
連鎖倒産防止

（取引信用保険）

加入日（更改日）が2021年9月30日から2022年9月29日まで

取引先の倒産・入金遅延の場合の売上債権回収不能リスクを補償

大企業から中小企業や小規模事業者にも加入しやすい制度

与信枠の管理・新規取引先拡大の判断基準として活用が可能

少額の掛け金で、貸倒れ損失の平準化が可能

保険料は全額損金、損害の額は保険金で受取り

加入日から１年経過後に到来する月末日の前日まで

対象期間

保険期間

売上債権保全制度
資金繰りの安定化を図ります！

2021年度

ご記入いただいた個人情報は、取扱代理店に提供し、「売上債権保全制度」に関するご案内のためのみに使用します。

名古屋商工会議所　中小企業部　会員サービスユニット 共済担当 〒460-8422 名古屋市中区栄2-10-19　TEL：052-223-5645

１）次のいずれかの場合において、取引先が債務を履行しないとき。
Ⅰ. 取引先に破産手続きの開始、民事再生手続きの開始、会社更正手続
きの開始、もしくは特別清算の開始の申立があったとき。

Ⅱ.取引先が取引金融機関または手形交換所の取引停止処分を受けた
とき。

Ⅲ．取引先の財産につき強制換価手続きが開始されたとき、仮差押命令
が発せられたとき、または保全差押としての通知が発せられたとき。

Ⅳ．取引先の相続人の全員が相続の限定承認もしくは相続の放棄の申
述をしたとき、または財産分離の請求がなされたとき。

Ⅴ．取引先がその財産につき管理人を置かないままその住所または居
所を去った後、1か年間を経過しても当該取引先の生存が確かめら
れないとき。

２）取引先が債務の弁済期日から起算して3か月を経過しても債務を履行し
ない場合で、保険会社がその債務につき履行の見込みがないと判断し
たとき。

３）取引先が債務の弁済期日から起算して１８０日を経過しても債務を履行
しない場合で、履行督促を確定日付のある内容証明郵便で行い、主契約
における期限の利益を喪失させている場合。

※このチラシは保険の概要を説明したものです。詳しくは商品提案書、重要事項等説明書、普通保険約款、特約および包括契約書、制度運営実施要領をご覧ください。
　また、ご加入いただく際は、加入申込内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。

●

お手数ですが、この面をコピーして必要事項をご記入のうえFAX送信してください。

貴社名

ご担当者氏名
（役職）

所在地

TEL

（　　）加入を検討したい

（　　）内容を詳しく聞きたい

（　　）資料がほしい

（　　）その他

該当する項目の（　　）内に○印をご記入ください。

FAX：（052）232-5753名古屋商工会議所　共済担当

「売上債権保全制度」FAXご相談シート
まずはFAXにてお気軽にお問い合わせください！

取扱代理店 〒107-0061　東京都港区北青山2-5-1
伊藤忠商事株式会社 〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦1-5-11 伊藤忠ビル4階

TEL：052-203-2044　FAX：052-203-2050

伊藤忠オリコ保険サービス株式会社　名古屋支店

社
会
険
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引この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。各引受

保険会社は、それぞれの引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく
単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険
会社の業務および事務の代理・代行を行います。引受保険会社は右記の通り
です。（それぞれの会社の引受割合は決定次第ご案内します。）

次のいずれかに該当する損害については保険金をお支払いしません。
１）貴社または貴社の代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反に
よって生じた損害。

２）戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに
類似の事変または暴動等に基づく社会的もしくは経済的混乱によって生
じた損害。

３）地震、噴火、津波、洪水、高潮または台風に基づく社会的もしくは経済的
混乱によって生じた損害。

４）核燃料物質または核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性
その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事由に基づ
く社会的もしくは経済的混乱によって生じた損害。

５）貴社が未成年者その他の制限行為能力者と主契約を締結した場合に、
法定代理人その他の者の追認を受けるときまでに生じた損害。

６）商品に瑕疵があったことによって生じた損害。
７）貴社が、取引先が債務を履行していないことを知りながら、当該取引先
と締結した主契約について生じた損害。

８）保険契約締結の際、取引先に債務不履行があることを貴社が知っていた
場合に、その取引先が債務を履行しないことによって貴社が被る損害。

9）貴社が「保険金をお支払いする主な場合」に該当することを知りながら、
当該取引先と締結した主契約について生じた損害。

10）債務の弁済期日から起算して1か月を経過しても当該債務を履行しない
取引先に対して、この期間を経過した日の翌日以降に商品等を引き渡し
たことによって生じた損害。 など

保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

名古屋商工会議所、伊藤忠商事、伊藤忠オリコ保険サービスは、ご記入いただ
いた個人情報を「売上債権保全制度」のご加入についてのご案内のみに使用し
ます。また、その目的の範囲内において、情報を引受保険会社に提供する場合が
あります。

承認番号 ： SJ21-05331 　作成年月日 ： 2021年8月12日 　使用期限 ： 2021年9月30日～2022年9月29日に保険を開始する契約の満期日

損害保険ジャパン株式会社（幹事会社）
三井住友海上火災保険株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社



支払限度額は
1社あたり
100万円以上

100 

A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社 I社 J社

 

継続的取引かつ
決済条件が
1年以内の

売上債権が対象

 

対象取引先は
10社から 

 

100万円
300万円

1,000万円

6,000万円

1億円

100万円 100万円 100万円 100万円 100万円

売上債権保全制度の概要すでに多くの社長が導入しています！

売上債権保全制度を

貸し倒れが発生すると、回収に手間がかかるばかりでなく、当面の
資金繰りや支払いにも支障をきたしかねません。売上債権保全制
度は、貸し倒れ損失を返済の必要のない保険金での早期受取を可
能とし、コストの平準化と様々なリスク回避を可能にします。

■貸倒損失の早期回収
■保険金として支払われます（返金不要）

資金繰りを早期立て直し！1メリット

貸倒損失が決算を直撃するケース 保険金により全体的に損失が軽減
貸倒C貸倒B貸倒A 貸倒C貸倒B貸倒A

保険でカバー

■貸倒損失を最小化・平準化
■対外信用力の向上
取引先の倒産は、決算に大きく影響します。売上債権保全制度
は、大きな損失をある程度まで平準化させます。また、売上債権
が保全されることにより、金融機関様、株主様、仕入先様、販売
先様などに対する信用力の向上が期待できます。

決算への悪影響を抑制！

保険
なし

保険
あり

3メリット

■最低加入条件の緩和
スケールメリットを活かし、大企業は勿論、中小企業や小規模事業
者の方々も加入し易い専用設計となります。また、複数の保険会
社によるシンジゲート化や会員企業様のリスク管理状況に応じた
保険料とすることにより安定的な制度運営を実現しています。

制度の安定性4メリット
■審査機能の活用
■営業戦略ツール
既存取引先の与信拡大や新規取引開始する場合には、どの
企業様でも自社独自の審査・管理を行います。売上債権保全

売上債権保全制度では、会員企業
様をとりまとめ、複数の保険会社が
連携して引受枠を担います。
そのため、被保険者と保険会社が
単独で契約する場合に比べて、
規模の小さい企業様や取引先の
少ない企業様でも加入しやすく
なっております。

取引先の倒産などによる
債権回収不能リスクをカバー
します。

倒産の他、入金遅延などの
債権回収不能もカバーします。
（長期延滞が発生し履行見込みがないと保険会社が
判断した場合に保険金をお支払いします）
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保険契約

取引先

倒産

支払
遅延

貴社
（被保険者）

商工会議所会員様

（契約者）
伊藤忠商事株式会社

保険金お支払い

複数の損害保険会社

売上債権保全制度のしくみ

制度の導入により、保険会社による審査機能を活用した二重
チェックが可能になります。

与信管理の充実・向上2メリット

活用するメリット

CASE

1 服飾卸
取引先が民事再生手続き開始の申し立てを
行い、売上債権の回収が不能となった。

認定損害額 2,052,000円

CASE

2 食料卸
取引先が資金繰りの悪化で不渡り手形を出
した。法的整理手続きの通知があり、決済
予定の手形が不渡りとなった。

認定損害額 5,130,000円

CASE

3 建材卸
取引先が民事再生手続き開始の申し立てを
行い、売上債権の回収が不能となった。

認定損害額 10,260,000円

客観的な基準による包括性に基づき選定した10社

１）対象取引先数の設定
原則として、全ての取引先を保険の対象としますが、会員さまの年商
規模に応じ、最低対象取引先数を設定していただくことも可能です。
但し継続的にお取引があり、選定には債権残高○○百万円以上など
客観的な基準による包括性があることが前提です。特定の取引先に
限定したお引受けはできません。（下記最低取引先数以上の取引先を
登録していただきます。）
※全ての取引先数が10社に満たない場合はお問い合わせください。

２）対象取引先の審査
引受けには事前審査が必要となります。
審査結果により、会員さまの希望する取引先をお引受けできない
場合もございます。

３）支払限度額の設定
ご申告いただいた各取引先に対する債権残高を基準として取引先
ごとに支払限度額を設定します。ただし、審査結果によりご申告いた
だいた債権残高よりも減額してお引受けする場合や、支払限度額を
設定できない場合もございます。

４）保険証券総支払限度額
対象先ごとの個別の限度額とは別に、会員さまに対する保険証券総
支払限度額（保険期間中の合計支払額）を設定します。

１）対象となる債権
商品引渡日から支払期日までの期間が１年を超えない決済条件で、
かつ支払限度額を設定している期間中に発生した債権となります。
１年を超える決済条件の場合は対象外となります。

２）既発生債権補償
上記のとおり、本制度は制度加入日以降に発生する債権のみを
カバーしますが、割増した保険料をご負担いただくことで支払限
度額設定時にすでに発生している債権をカバーすることも可能
です。

３）保険金の支払い
回収不能債権額（損害の額）に所定の縮小支払割合を乗じた額と
対象取引先ごとの支払限度額のいずれか低い額をお支払いします。
ただし、保険証券総支払限度額を上限とします。縮小支払割合につい
てはご加入時に個別にご案内させていただきます。

４）対象取引先
継続的にお取引がある取引先が対象となります。保険ご加入時に
予め対象となる取引先をご登録いただきます。ただし、既に履行
遅滞が発生している取引先は対象に加えることができません。

保険制度加入の手順および条件 補償のポイント

最低取引先数＝10社以上
 ただし、一定の条件によっては５社以上も可

保険証券総支払限度額＝２億円または制度加入時の保険料の30倍（大きい方）

過去の事故例


